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【事件解説】NTT 西日本系列会社情報

漏えい事件で、実行犯が不正競争防止

法違反で逮捕・起訴 

 

2024 年 2 月 28 日 

松田綜合法律事務所 

個人情報・プライバシー分野チーム 

弁護士 森田岳人 

 

 

※この記事は松田綜合法律事務所の note に掲載したものです。 

https://note.com/mandp/n/n1478919d760e 

 

事件の経緯 

西日本電信電話株式会社（NTT 西日本）の１００％子会社である株式会社 NTT マーケ

ティングアクト ProCX（ProCX 社）及び NTT ビジネスソリューションズ株式会社（BS

社）における大規模な個人データの情報漏えい事件で、2024 年 1 月 31 日、ついに実行犯

が不正競争防止法違反の被疑事実で逮捕されました。実行犯は、派遣会社から BS 社に派

遣されていた人物（X）です。 

その後、X は、2024 年 2 月 21 日に不正競争防止法違反（営業秘密の領得、開示）で起訴

されました。 

 

当社に派遣されていた元派遣社員の逮捕について｜ニュースリリース｜ＮＴＴビジネスソリ

ューションズ www.nttbizsol.jp 

https://www.nttbizsol.jp/newsrelease/202401311500000999.html 

 

事件の概要 

個人情報保護委員会の公表資料によると、本件の概要は以下のとおりです。 

https://note.com/mandp/n/n1478919d760e
https://www.nttbizsol.jp/newsrelease/202401311500000999.html
https://www.nttbizsol.jp/newsrelease/202401311500000999.html
https://www.nttbizsol.jp/newsrelease/202401311500000999.html
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出典：個人情報保護委員会「株式会社 NTT マーケティングアクト ProCX 及び NTT ビジネスソリューションズ株

式会社に対する 個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の 対応について」 

 

ProCX 社は、民間・行政からコールセンター業務を受託していましたが、そのシステムは

BS 社のものを利用しており、保守運用を BS 社に委託していました。また、ProCX 社や

BS 社は顧客や住民の個人データを、グループ企業が運営するデータセンターのサーバで

保管していました。 

派遣会社から BS 社に派遣されていた X は、保守運用業務に従事していたところ、システ

ム管理者アカウントを用いてサーバに保存されていた個人データをダンロードして、私物

の USB メモリに書き出して持ち出したりしたようです。また、報道によれば、X は持ち出

した個人データを、名簿業者に販売していたようです。 

X によるデータの持ち出しは、2013 年 7 月ころから 2023 年 2 月ころにかけて行われ、69

の民間事業者・独立行政法人・地方公共団体の顧客や住民の個人データ合計約 928 万人分

が不正に持ち出されたとされています。なお、詳細はまだ調査中であり、被害はさらに広

がる可能性があります。 

個人情報保護委員会の勧告・指導 

本件については、すでに個人情報保護委員会が、ProCX 社及び BS 社に対し、2024 年 1 月

24 日付けで個人情報保護法 148 条 1 項に基づく勧告及び 147 条に基づく指導が行われて

https://assets.st-note.com/img/1707042856277-frRiLHJH8O.png?width=2000&height=2000&fit=bounds&quality=85
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います。 

株式会社 NTT マーケティングアクト ProCX 及び NTT ビジネスソリューションズ株式会社に

対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について（令和６年１月 24 日）｜

個人情報保護委員会 

https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/240124_houdou/ 

 

 

個人情報保護法 

（指導及び助言） 

第百四十七条 委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者

等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。 

 

（勧告及び命令） 

第百四十八条 委員会は、個人情報取扱事業者が（中略）の規定に違反した場合（中略）に

おいて個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者

等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告

することができる。 

平成十五年法律第五十七号 個人情報の保護に関する法律 

総務省の行政指導 

また、総務省は、2024 年 2 月 9 日、NTT 西日本に対し、再発防止策を含む必要な措置の

実施と、その実施状況の報告をするように、行政指導を行いました。 

なお、これは NTT 西日本が親会社として子会社の監督を怠ったという理由で指導したと

いうことではありません。NTT 西日本は、ProCX 社及び BS 社にテレマーケティング業務

を委託しており、委託元として委託先に必要かつ適切な監督を行っていなかったことを理

由としています。 

 

総務省｜報道資料｜西日本電信電話株式会社に対する行政指導 総務省は、本日、西日本電

信電話株式会社（代表取締役社長 森林 正彰、法人番号 7120001077523、本社 大阪府大

www.soumu.go.jp 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000221.html 

 

不正競争防止法違反とは何か？ 

X は、不正競争防止法違反で逮捕・起訴されました。 

公訴事実（起訴された事実）の詳細はまだ公開されていませんが、報道から推測すると、

https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/240124_houdou/
https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/240124_houdou/
https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/240124_houdou/
https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/240124_houdou/
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000221.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000221.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000221.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000221.html
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顧客情報が含まれたファイルデータを会社のサーバーからダウンロードして複製した行為

が営業秘密の不正領得（不正競争防止法２１条１項３号ロ）に該当し、名簿業者に送信し

た行為が営業秘密の開示（同項４号）に該当すると思われます。 

なお、上記のとおり、X によるデータの持ち出しは、2013 年 7 月ころから 2023 年 2 月こ

ろにかけて行われ、69 の民間事業者・独立行政法人・地方公共団体の顧客や住民の個人デ

ータ合計約 928 万人分が不正に持ち出されたとされています。 

ただ、今回の逮捕・起訴された事実は、委託元 1 社の 3 万 2700 人分の顧客情報の漏えい

行為のみのようであり、Ｘの情報漏えい行為全体のごく一部に過ぎません。今後の捜査で

証拠が十分そろった場合には、追加の事実での再逮捕や追起訴があると思われます。 

 

不正競争防止法 

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の

罰金に処し、又はこれを併科する。 

  （略） 

三 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はそ

の営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいず

れかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者 

  （略） 

  ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が 

    化体された物件について、その複製を作成すること。 

 

四 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に

背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的

で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背

き、使用し、又は開示した者 

平成五年法律第四十七号 不正競争防止法 

実行犯に対する刑罰の重さは？ 

法定刑 

営業秘密の不正領得や開示の法定刑は「十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金」と

なっており（不正競争防止法 21 条 1 項）、かなり重いです。 

実際の刑罰は、具体的な事案ごとに、被害の程度、悪質性、被告人の情状などにより、裁

判官が法定刑の範囲で決めることになります。 
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ベネッセ個人情報流出事件の刑事裁判 

参考となるのは、2014 年に発覚したいわゆるベネッセ個人情報流出事件です。 

この事件では、通信教育の最大手企業であるベネッセコーポレーションのグループ企業に

勤務していた派遣社員が、大量の顧客情報を不正に取得して、名簿業者に売却していまし

た。 

事故の概要 | お客様本部について | ベネッセお客様本部このたびのお客様の個人情報漏え

いに関して、多大なるご迷惑とご心配をおかけしております。私たちは、お客様ひとりひと

りの不安を www.benesse.co.jp 

https://www.benesse.co.jp/customer/bcinfo/01.html 

 

 

その後、この派遣社員は、当然ながら逮捕・起訴されました。 

公訴事実は以下の２つです。 

 

①２度にわたり、業務用ＰＣを操作して，本件顧客情報が記録された本件サーバにアクセ

スし、合計約２９８９万件の顧客情報のデータをダウンロードして業務用ＰＣに保存した

上、これとＵＳＢケーブルで接続した自己のスマートフォンの内臓メモリ又はマイクロＳ

Ｄカードにこれを記録させて複製する方法により、上記顧客情報を領得した。 

 

②上記顧客情報のうち約１００９万件の顧客情報について、インターネット上の大容量フ

ァイル送信サービスを使用し、サーバコンピュータにこれらをアップロードした上、ダウ

ンロードするためのＵＲＬ情報を名簿業者に送信し，同人が使用するパーソナルコンピュ

ータに上記データをダウンロードさせて記録させることにより、これらの顧客情報を開示

した。 

 

これに対し、第一審の東京地方裁判所立川支部は、2016 年 3 月 29 日、被告人に懲役 3 年

6 月及び罰金 300 万円の判決を言い渡しました（検察官の求刑は懲役 5 年及び罰金 300 万

円）。 

しかし、控訴審である東京高等裁判所は、2017 年 3 月 21 日、会社の顧客情報の管理等に

ついて不備が多々あることなどを理由に、第一審の判決の量刑が重すぎるとして破棄し、

懲役 2 年 6 月及び罰金 300 万円を言い渡しました。（東京高判平成 29 年 3 月 21 日） 

本件の刑事裁判の行方 

本件は約 928 万人分の大量の顧客情報が漏えいしており、また X は長期間にわたり繰り返

し名簿業者に顧客情報を販売しており悪質性が高いことから、厳罰が予想されるところで

https://www.benesse.co.jp/customer/bcinfo/01.html
https://www.benesse.co.jp/customer/bcinfo/01.html
https://www.benesse.co.jp/customer/bcinfo/01.html
https://www.benesse.co.jp/customer/bcinfo/01.html
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/087028_hanrei.pdf
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す。 

しかし、上記のとおり、現時点の逮捕・起訴された事実は、あくまで委託元 1 社の 3 万

2700 人分の顧客情報の漏えい行為のみのようです。 

刑事裁判では、あくまで起訴された事実に基づいて量刑が決められます。起訴されていな

い事実（余罪）を認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許さ

れません（最判昭和 41 年 7 月 13 日）。 

したがって、現在起訴された事実だけで、実刑などの厳罰に処することは難しいのではな

いかと思われます。 

今後、余罪について追起訴がされるかどうかが、量刑に大きく影響してくるでしょう。 

会社に対する刑罰の可能性は？ 

では、ずさんな個人情報の管理体制を見過ごしてきたといわれる ProCX 社及び BS 社が刑

事罰に処せられることはあるのでしょうか。 

不正競争防止法には、両罰規定といわれる条文があり、実行犯だけでなく、法人に対する

刑罰（最大 10 億円の罰金）も可能となっています（不正競争防止法 22 条 1 項）。 

 

不正競争防止法 

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科す

る。 

一 前条第三項第一号（同条第一項第一号に係る部分に限る。）、第二号（同条第一項第二

号、第七号及び第八号に係る部分に限る。）若しくは第三号（同条第一項第二号、第七号及

び第八号に係る部分に限る。）又は第四項（同条第三項第一号（同条第一項第一号に係る部

分に限る。）、第二号（同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。）及び第三

号（同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。）に係る部分に限る。） 十億

円以下の罰金刑 

二 前条第一項第一号、第二号、第七号、第八号若しくは第九号（同項第四号から第六号ま

で又は同条第三項第三号（同条第一項第四号から第六号までに係る部分に限る。）の罪に係

る違法使用行為（以下この号及び第三項において「特定違法使用行為」という。）をした者

が該当する場合を除く。）又は第四項（同条第一項第一号、第二号、第七号、第八号及び第

九号（特定違法使用行為をした者が該当する場合を除く。）に係る部分に限る。） 五億円以

下の罰金刑 

三 前条第二項 三億円以下の罰金刑 

平成五年法律第四十七号 不正競争防止法 

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/051782_hanrei.pdf
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ところが、上の難解な条文を隅から隅まで読んでも、不正競争防止法 21 条 1 項 3 号及び

同項 4 号について記載されていません。 

つまり、実行犯が本件のような不正競争防止法 21 条 1 項 3 号及び同項 4 号の行為を行っ

たとしても、同法 22 条 1 項の両罰規定の対象から除外されており、会社は処罰されない

ということです。 

これは会社の内部者が営業秘密を不正に使用・開示した場合には、会社は被害者であり、

その会社を両罰規定によって処罰するのは不当であるとの考え方から、あえて両罰規定の

対象から除外されたからです（「新・注解 不正競争防止法 第３版」下巻 1379 頁）。 

したがって、本件では、ProCX 社及び BS 社が不正競争防止法違反で刑事罰に処せられる

ことはないということになります。 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ，ご照会は以下の連絡先までご連絡ください。 

 

info@jmatsuda-law.com  

 

松田綜合法律事務所 

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号  大手町野村ビル 10 階  

電話：03-3272-0101 FAX：03-3272-0102 

 

この記事に記載されている情報は，依頼者及び関係当事者のための一般的な情報として作成さ

れたものであり，教養及び参考情報の提供のみを目的とします。いかなる場合も当該情報につ

いて法律アドバイスとして依拠し又はそのように解釈されないよう，また，個別な事実関係に

基づく具体的な法律アドバイスなしに行為されないようご留意下さい。 


